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第５章 目標値及び進行管理  
 

 

 

本計画では、まちづくり方針や施策・誘導方針により目指す目標及び目標達成により期待さ

れる効果を明らかにし、客観的に評価するために定量化します。そのための指標を次のように

定め、それぞれの目標値等を設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目標値の設定 

目標値 

指標① 居住誘導区域内の人口密度 

期待される

効果 

まちづくり

の方針 

(ターゲット) 

施策・誘導

の方針 

○回遊性の高い魅力ある拠点づくりと活力・暮らしやすさの向上 

・中心市街地の回遊性を高め、商業・業務地区の賑わいの再生を図ります 

・中心市街地の魅力を高め、多くの人々が訪れ利用する環境づくりを進めます 

・多様な世代が移動しやすい公共交通の充実を図ります 

１）中心市街地の魅力の向上と都市機能の維持・誘導 

２）地域の暮らしと交流を支える生活拠点の形成 

３）地域間のつながりを強化する、暮らしに根ざした公共交通網の形成 

４）地域コミュニティや暮らしの維持と地域主体のまち育ての促進 

 

指標② 都市機能誘導区域内の歩行者通行量 

指標③ コミュニティバスの利用者数 

１）誘導施設数 

２）市民のまちに対する満足度 
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１）目標値の設定 

指標① 居住誘導区域内の人口密度 

○設定の考え方 

・居住誘導区域内の人口密度を一定程度確保することで、現存する都市機能の流出を抑制す

るとともに、新たな都市機能の立地が進み、生活しやすい環境が維持されることをねらい

とします。 

 

○基準値と目標値の設定 

居住誘導区域内の

人口密度 

基準値 

(平成 27年度国勢調査) 

中間目標値 

（2025 年） 

目標値 

（2035 年） 

35.5 人/ha 32.0 人/ha 30.0 人/ha 

 

○目標値設定の考え方 

・国立社会保障・人口問題研究所の人口推計より、2035 年には居住誘導区域内において、 

人口は約 3,800 人減少し、人口密度は 26.0 人/ha まで減少することが想定されます。 

・居住誘導区域内の生活サービス施設など都市機能を適正に誘導し、暮らしやすさを支え、 

一定程度の人口密度を維持するとともに、地域活力の維持を目指します。  

・人口密度の目標値は、現在の用途地域内の人口密度(約 30.0 人/ha(平成 27 年度国勢調査))

と同等程度とします。なお、中間目標値は、20 年後の目標が達成される水準として、 

32.0 人/ha とします。 

 

 

指標② 都市機能誘導区域内の歩行者通行量 

○設定の考え方 

・都市機能誘導区域内の歩行者の回遊を促すことで、商業施設など民間事業者の進出を促し  

新たな都市機能の立地が進むなど、中心市街地の賑わいを取り戻すことをねらいとします。 

 

○基準値と目標値の設定 

都市機能誘導区域

内の歩行者通行量 

基準値 

（平成 29 年） 

中間目標値 

（2027 年） 

目標値 

（2037 年） 

2,280 人 2,200 人 2,200 人 

 

○目標値設定の考え方 

・中心市街地内で隔年実施している歩行者通行量調査より、近年の動向から 5 年後には調査

地点の通行量（p57 参照）は 1,800 人程度に減少することが想定されます。 

・中心市街地活性化に係る事業展開とあわせて、都市機能の適正な配置・誘導、歴史的資源

を活かした魅力づくり等を進めることで、まちなかエリアにおける平日・休日の歩行者通

行量が増大することを目指します。 

・中心市街地活性化に係る事業効果により約 370 人の増加が見込まれ、上記の推計値とあわ

せた約 2,200 人を維持することとし、中間目標値と目標値を同等程度とします。
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図 歩行者通行量調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標③ コミュニティバスの利用者数 

○設定の考え方 

・市内のコミュニティバス（回遊バス ぷらっと号）の利用を促進することで、公共交通事

業の持続性を高めるとともに、交通利便性を高め、全ての市民が拠点間を行き来しやすい

環境づくりをねらいとします。 

 

○基準値と目標値の設定 

コミュニティバス

の利用者（年間） 

基準値 

（平成 29 年） 

中間目標値 

（2027 年） 

目標値 

（2037 年） 

39,046 人 37,000 人 31,000 人 

 

○目標値設定の考え方 

・コミュニティバスは、市民を中心とした利用で、年間利用者は減少傾向にあり、2025 年に

は年間利用者は 25,000 人以下となることが想定されます。 

・今後も市の総人口の減少とともに利用者数の減少が懸念されるため、利用率を高め、公共

交通の維持を図ります。 

・現在の年間利用者数は、市の総人口の 1.14 倍となっており、今後は、市の総人口の 1.3 倍

程度に利用者が増加することを目指した目標値とします。 

 

 

中町（こみせ駅前） 上町（(株)山与呉服店前） 

横町（クラフトしみず前） 

市ノ町（旧大黒前） 
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２）期待される効果 

 

効果１)誘導施設数 

・人口密度が維持されることで、都市機能誘導区域内の誘導施設数が維持又は増加されるこ

とが期待できます。 

 

誘導施設数 

基準値 

（平成 30 年） 

期待される効果 

（2027 年） 

期待される効果 

（2037 年） 

23 23 23 

 

効果２)市民のまちに対する満足度 

・生活サービス機能の適正な配置や交通利便性の維持などにより、市民のまちに対する満足

度が向上することが期待できます。 

 

市民のまちに 

対する満足度 

基準値 

（平成 29 年） 

期待される効果 

（2027 年） 

期待される効果 

（2037 年） 

28.1％ 30.0％ 35.0％ 
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都市再生特別措置法や都市計画運用指針では、概ね５年ごとに計画に記載された施策・事業

の実施状況について、調査・分析及び評価を行い、必要に応じて立地適正化計画や関連する都

市計画の見直し等を行うことが望ましいとされています。  

本市においても概ね５年ごとを目安に目標指標の達成状況の確認などを行い、効果の持続や

状況の改善などを踏まえ、必要に応じて、都市機能や居住の適切な立地誘導に向けた施策の見

直しを行います。また、これにあわせて、都市計画マスタープランに示す関連事項への反映も

検討します。 

その際には、市民や専門家等で構成する都市計画審議会に評価・検証の結果を諮り、その結

果を広く市民へ公表することとします。 

 

図 計画の評価と見直しフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の評価と見直し 

立地適正化計画 

誘導施策の実施 

施策の実施状況の検証 

誘導施設の状況や 

市民の満足度の確認 

計画見直しの必要性等 社会情勢の変化等 

施策の成果等公表 


